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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：令和６年１２月２０日（令和６年（行情）諮問第１４３４号） 

答申日：令和７年７月１１日（令和７年度（行情）答申第１７５号） 

事件名：働き方改革推進支援助成金交付申請審査結果票の一部開示決定に関す

る件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「審査請求人が事務代理者として行った令和３年特定月日付働き方改革

推進支援助成金交付申請（特定株式会社）に係る「働き方改革推進支援助

成金交付申請審査結果票」」（以下「本件対象文書」という。）につき、

その一部を不開示とした決定は、妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（以下「法」という。）３条の規定に基づく開示請求に対し、令和６年１

０月９日付け東労発総開第６－１９１号により東京労働局長（以下「処分

庁」という。）が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）につい

て、その取消しを求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は、審査請求書によると、以下の

とおりである。なお、審査請求人から提出された意見書１及び意見書２並

びにそれらの添付資料については、同人が、諮問庁の閲覧に供することは

適当ではないとしていることから、記載しない。 

公務員の氏名は「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されて

いる情報」（５条１号ただし書イ）に該当するものとして、公にするもの

とされており（平成１７年８月３日付け情報公開に関する連絡会議申合

せ）、公務員の氏名は、公務員個人の私事に関する情報ではなく、慣行と

して公にされている情報として公開されるのが原則となっている。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求の経緯 

（１）審査請求人は、開示請求者として、令和６年９月１５日付け（同日受

付）で、処分庁に対して、法３条の規定に基づき、「審査請求人が事務

代理者として行った令和３年特定月日付働き方改革推進支援助成金交付

申請（特定株式会社）にかかる関係書類のうち、当該申請の担当者であ

った東京労働局特定部特定課特定業務担当特定個人の氏名が分かる書類」
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の開示請求を行った。 

（２）これに対して、処分庁が原処分を行ったところ、審査請求人は、これ

を不服として、令和６年１０月１４日付け（同月１６日受付）で本件審

査請求を行った。 

２ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求については、不開示情報の適用条項を追加した上で、原処

分を維持することが妥当である。 

３ 理由 

（１）本件対象文書の特定について 

処分庁は、審査請求人が事務代理者として行った令和３年特定月日付

働き方改革推進支援助成金交付申請（特定株式会社）に係る「働き方改

革推進支援助成金交付申請審査結果票」を本件対象文書として特定した。 

（２）原処分における不開示部分について 

処分庁は、「働き方改革推進支援助成金交付申請審査結果票」の担当

者欄に記載されている東京労働局特定部特定課特定業務担当特定個人

（非常勤職員）の氏名及び印影を不開示とした。 

（３）本件対象文書に係る背景事情 

審査請求人は、特定株式会社の事業主Ｂの事務代理者として、令和３

年特定月日付けで働き方改革推進支援助成金交付申請（以下「本件交付

申請」という。）を行ったところ、東京労働局特定部特定課特定業務担

当特定個人（以下「担当職員Ａ」という。）が、本件交付申請の担当者

となった。その後、本件交付申請の作業（審査等）を進めていたが、事

業主Ｂから担当職員Ａ宛てに電話で審査内容について問い合わせがあり、

担当職員Ａから本件申請において導入予定の機器の一部が助成対象外と

なる理由を説明し、本件申請において導入予定の機器の詳細や現場の作

業状況といった審査に必要な情報を確認していたところ、会話の所々で

事業主Ｂから担当職員Ａに対して「このままですむと思うなよ。」とい

った脅迫的な発言が確認された。 

（４）不開示情報の該当性について 

ア 法５条１号の不開示情報 

本件対象文書の不開示部分には、東京労働局職員の氏名が含まれて

いる。公務員の氏名については、「各行政機関における公務員の氏名

の取扱いについて」（平成１７年８月３日情報公開に関する連絡会議

申合せ。以下「申合せ」という。）によれば、公務員の職務遂行に係

る情報に含まれる当該公務員の氏名については、「特段の支障の生ず

るおそれがある場合」を除き、法５条１号イに該当するものとして、

公にするものとされている。申合せにいう「特段の支障の生ずるおそ

れがある場合」とは、①氏名を公にすることにより、法５条２号ない
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し６号に掲げる不開示情報を公にすることとなるような場合及び②個

人の権利利益を害することとなるような場合としている。 

本件においては、仮に担当職員Ａの氏名を公にすることにより、事

業主Ｂ及び審査請求人が担当職員Ａの氏名を把握することとなると、

上記（３）にあるように事業主Ｂから担当職員Ａに対して脅迫的な発

言が確認されていることを踏まえると個人の権利利益を害することと

なり、上記の「特段の支障の生ずるおそれがある」場合に該当すると

解することが相当である。 

したがって、本件不開示部分は、法５条１号ただし書イに掲げる

「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に

該当せず、不開示を維持することが妥当である。 

イ 法５条６号柱書きの不開示情報 

上記（３）のとおり、担当職員Ａに対して脅迫的な発言が確認され

危害を加えられるおそれがあるところ、これに伴い、東京労働局にお

ける事務処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる

ことから、法５条６号柱書きに規定する「事務又は事業の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれのある情報」に該当するため、この点からも不

開示を維持することが妥当である。 

４ 審査請求人の主張について 

審査請求人は、審査請求書において種々主張するが、本件に係る不開示

情報該当性については、上記３（４）で述べたとおりであり、審査請求人

の主張は失当である。 

５ 結論 

以上のとおり、本件審査請求については、不開示情報の適用条項に法５

条６号柱書きを加えた上で、原処分を維持することが妥当であり、棄却す

べきである。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。 

① 令和６年１２月２０日  諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 令和７年１月２２日   審議 

④ 同年２月１２日     審査請求人から意見書１及び資料を収受 

⑤ 同年３月３１日     審査請求人から意見書２及び資料を収受 

⑥ 同年４月２１日     委員の交代に伴う所要の手続の実施並び

に本件対象文書の見分及び審議 

⑦ 同年７月７日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 
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本件開示請求は、本件対象文書の開示を求めるものであり、処分庁は、

本件対象文書の一部を法５条１号に該当するとして不開示とする原処分を

行った。 

これに対し、審査請求人は、本件対象文書の不開示部分の開示を求めて

おり、諮問庁は、不開示理由を法５条１号及び６号柱書きに追加・変更し

て、不開示を維持するのが妥当であるとしていることから、以下、本件対

象文書の見分結果を踏まえ、不開示部分の不開示情報該当性について検討

する。 

２ 不開示部分の不開示情報該当性について 

（１）本件対象文書は、働き方改革推進支援助成金交付申請審査結果票であ

り、原処分において不開示とされた部分は、担当職員Ａの氏名及び印影

である。 

諮問庁は、上記第３の３（４）において、当該職員の氏名及び印影は、

法５条１号本文前段に規定する個人に関する情報であって、特定の個人

を識別することができるものに該当するが、申合せに規定されている

「特段の支障の生ずるおそれがある場合」に該当するので、同号ただし

書イに掲げる「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されてい

る情報」に該当しないことから、同号に該当せず、また、同条６号柱書

きにも該当し、不開示とすべき旨を説明する。 

（２）本件の関連答申（令和５年度（行情）答申第４３１号）において、担

当職員Ａの氏名及び印影は、法５条１号に規定する個人に関する情報で

あって特定の個人を識別することができるものに該当するが、申合せに

おける「特段の支障の生ずるおそれがある場合」に該当するので、当該

部分は同号ただし書イないしハのいずれにも該当せず、同号の不開示情

報に該当すると認められるので、不開示としたことは妥当であると判断

済みである。 

（３）本件については、令和５年度（行情）答申第４３１号と異なる判断を

すべき、新たな事実が判明するなどの特段の事情は認められないので、

担当職員Ａの氏名及び印影は、法５条１号に該当し、同条６号柱書きに

ついて判断するまでもなく、不開示としたことは妥当である。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は、その他種々主張するが、いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ 付言 

処分庁は、本件開示請求書に記載された補正後の文書名をそのまま引き

写して本件開示決定通知書に記載した上で、一部開示決定を行った。本来、

特段の支障がない限り、開示決定通知書には、具体的に特定した文書名を

端的に記載すべきであり、処分庁においては、今後、この点に留意して適
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切に対応することが望まれる。 

５ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから、本件対象文書につき、その一部を法５条１号に該当す

るとして不開示とした決定について、諮問庁が不開示とされた部分は同条

１号及び６号柱書きに該当することから不開示とすべきとしていることに

ついては、不開示とされた部分は、同条１号に該当すると認められるので、

同条６号柱書きについて判断するまでもなく、妥当であると判断した。 

（第３部会） 

委員 稲山文男、委員 久末弥生、委員 芳仲美惠子 


